
〈 保険給付分 〉 介護予防通所リハビリテーション　料金表 ■太字の項目はご利用の方全員対象になります

要支援1 2,468 円 4,935 円 7,403 円

要支援2 4,600 円 9,200 円 13,800 円

要支援1 131 円 261 円 392 円

要支援2 262 円 523 円 784 円

 予防通所リハ若年性認知症受入加算 262 円 523 円 784 円

 退院時共同指導加算 653 円 1,306 円 1,959 円 1回につき

 栄養アセスメント加算 55 円 109 円 164 円

 栄養改善加算 218 円 436 円 653 円

 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 6月に1回限り 22 円 44 円 66 円

 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 6月に1回限り 6 円 11 円 17 円

 口腔機能向上加算（Ⅰ） 164 円 327 円 490 円

 口腔機能向上加算（Ⅱ） 174 円 348 円 522 円

 科学的介護推進体制加算 44 円 87 円 131 円

要支援1 96 円 192 円 288 円

要支援2 192 円 383 円 575 円

 介護職員等処遇改善加算Ⅰ 1月につき

主な算定項目について〈要介護・要支援共通〉

 リハビリテーション提供体制加算※

 入浴介助加算（Ⅰ）※

 リハビリテーションマネジメント加算※

 ▲上記に加え医師が説明し同意を得た場合※  リハビリマネジメントに関して、利用者またはその家族に対して医師が説明し同意を得た場合に加算

 短期集中個別リハビリテーション実施加算※  退院(退所)日または認定日から起算し、3月以内の期間に個別リハビリを集中的に行う

 認知症短期集中リハビリテーション実施加算※  認知症の方に対し、生活機能を改善するため3月以内の短期間に集中的なリハビリテーションを行う

 若年性認知症受入加算  若年性（65歳未満）認知症の利用者を受け入れ、特性に合わせた個別サービスの提供を行う

 栄養アセスメント加算  管理栄養士がその他職員と共同して栄養改善が必要な利用者を把握・分析し、説明及び相談等に応じる

 栄養改善加算  低栄養状態（またはその恐れのある）の利用者に栄養状態の改善や心身機能の維持・向上を図る

（介護予防）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）  口腔の健康状態や栄養状態を確認し、担当の介護支援専門員と情報を共有。維持・向上に努めている

 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）  栄養改善や口腔機能向上加算と（Ⅰ）は併算定不可。その際に要件を満たしている場合（Ⅱ）となる

 口腔機能向上加算（Ⅰ）  口腔機能が低下している（又はその恐れのある）利用者に対し、口腔機能の改善に向けた取組みを行う

 口腔機能向上加算（Ⅱ） （Ⅰ）に加え、口腔機能改善の管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出、それにより得た情報を活用

 中重度者ケア体制加算※  中重度者（要介護度3以上）の利用者を受け入れる体制が整っており、人員配置等の基準を満たしている

 科学的介護推進体制加算  ADL・栄養・口腔・認知や心身の状況等の基本的な情報を3月に1回、厚生労働省に提出・活用する

 送迎減算※  基本報酬に送迎サービスが包括されているため、当該施設が送迎を行わない場合は減算の対象となる

 退院時共同指導加算  退院・退所する際に、当該病院や施設と共同し在宅療養上で必要な指導を行い、その内容を文章で提供

 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  介護福祉士の割合や勤続年数等の人員体制について、一定の条件を満たしている

 介護職員等処遇改善加算Ⅰ  介護サービス事業の慢性的な人材不足を改善するため、待遇改善や職場環境を整備する目的の加算

※は通所リハビリテーションのみ

 食費 昼食　830円 

 おやつ 165円 

 教養娯楽費 100円 

 衛生用品費 尿とりパッド　 31円 

 （サイズ・種類により） リハビリパンツ　 77～90円 

テープ式紙パンツ　 99～111円 

 訪問理美容代 ヘアカット／ブロー込 2,330円 

顔そり 1,450円 

介護老人保健施設グリーンガーデン青樹　2025.04改定 

 内容または算定要件

 算定項目 算定単位
金　額

1割負担 2割負担 3割負担

(介護予防)
通所リハビリテーション
〈 保険給付外 〉

自己負担分

1回につき

 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

基
本
サ
ー
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ス
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な
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目

1月につき

1月につき

 12月を超えた期間に利用した場合の減算

 より質の高いリハビリの管理とサービス提供のための計画作成および定期的な計画の見直し等

 リハビリ専門職を基準よりも多く配置し、マネジメントに基づいたサービスを提供している場合

 前後に延長し通算8時間以上、基本サービス費の区分の時間を超えてサービスを提供する場合

 入浴介助を適切に行うことができる人員および設備を有して入浴介助を行う

 通所リハ延長加算※

所定単位数の86/1,000を加算

 介護予防通所リハビリテーション

 算定項目

1月につき


